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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 3月 17日 (2006.3.17)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 他 の 画 像 処 理 装 置 と 通 信 可 能 な 画 像 処 理 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で 双 方 向 に 制 御 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、
　 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で 前 記 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 へ 単 方 向 に
画 像 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 ２ 通 信 手 段 と 、
　 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 画 像 処 理 装 置 へ の 画 像 デ ー タ の 通 信 に お い て 、 前 記 他 の
画 像 処 理 装 置 か ら の 画 像 デ ー タ の 受 信 の た め に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 使 用 す る よ う に 前 記 第
１ 通 信 手 段 を 制 御 す る 制 御 手 段 と 、
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 は 、 画 像 デ ー タ を 入 力 す る 画 像 入 力 装 置 及 び 画
像 デ ー タ を 出 力 す る 画 像 出 力 装 置 に 接 続 さ れ て お り 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 画 像 入 力 装 置 に よ っ て 入 力 さ れ る 画 像 デ ー タ を 前 記 他 の 画 像 処 理
装 置 か ら 前 記 画 像 処 理 装 置 へ 入 力 す る 画 像 入 力 動 作 と 、 前 記 画 像 出 力 装 置 に よ っ て 出 力 さ
れ る べ き 画 像 デ ー タ を 前 記 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 他 の 画 像 出 力 装 置 へ 出 力 す る 画 像 出 力 動
作 の 並 列 動 作 を 実 行 す る 場 合 に お い て 、 前 記 画 像 入 力 装 置 に よ っ て 入 力 さ れ る 画 像 デ ー タ
の 受 信 の た め に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 使 用 す る よ う に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 制 御 す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 と は 異 な る 外 部 装 置 か ら 画 像 入 力 要 求 ま た は 画
像 出 力 要 求 を 受 信 す る 受 信 手 段 を 更 に 有 し 、
　 前 記 第 １ 通 信 手 段 は 、 前 記 画 像 入 力 要 求 ま た は 前 記 画 像 出 力 要 求 に 応 じ て 、 前 記 画 像 入
力 動 作 ま た は 前 記 画 像 出 力 動 作 に 関 す る 指 示 を 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 へ 送 信 す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 画 像 処 理 装 置 へ の 画 像 デ ー タ の 通 信 が
画 像 デ ー タ の 圧 縮 を 伴 う 場 合 、 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 か ら の 圧 縮 さ れ た
画 像 デ ー タ の 受 信 の た め に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 使 用 す る よ う に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 制 御 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 第 １ 通 信 手 段 は 、 イ ー サ ネ ッ ト （ 登 録 商 標 ） イ ン タ フ ェ ー ス で 構



成 さ れ た 通 信 経 路 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か に 記 載 の 画 像 処 理 装 置
。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 他 の 画 像 処 理 装 置 と 通 信 可 能 な 画 像 処 理 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で 双 方 向 に 制 御 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、
　 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 画 像 処 理 装 置 へ 単 方 向 に
画 像 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 ２ 通 信 手 段 と 、
　 前 記 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 へ の 画 像 デ ー タ の 通 信 に お い て 、 前 記 他 の
画 像 処 理 装 置 へ の 画 像 デ ー タ の 送 信 の た め に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 使 用 す る よ う に 前 記 第 １
通 信 手 段 を 制 御 す る 制 御 手 段 と 、
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 画 像 処 理 装 置 は 、 画 像 デ ー タ を 入 力 す る 画 像 入 力 装 置 及 び 画 像 デ
ー タ を 出 力 す る 画 像 出 力 装 置 に 接 続 さ れ て お り 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 画 像 入 力 装 置 に よ っ て 入 力 さ れ る 画 像 デ ー タ を 前 記 他 の 画 像 処 理
装 置 へ 送 信 す る 画 像 入 力 動 作 と 、 前 記 画 像 出 力 装 置 に よ っ て 出 力 さ れ る べ き 画 像 デ ー タ を
前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 か ら 受 信 す る 画 像 出 力 動 作 の 並 列 動 作 を 実 行 す る 場 合 に お い て 、 前
記 画 像 入 力 装 置 に よ っ て 入 力 さ れ る 画 像 デ ー タ の 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 へ の 送 信 の た め に
前 記 第 １ 通 信 手 段 を 使 用 す る よ う に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
６ に 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 第 １ の 画 像 処 理 装 置 と 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で 双 方 向 に 制 御 デ ー
タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 へ
の 単 方 向 に 画 像 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 ２ 通 信 手 段 と を 使 用 し て 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置
と 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で の デ ー タ 通 信 を 行 う デ ー タ 通 信 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 へ の 画 像 デ ー タ の 通 信 に お い て 、
画 像 デ ー タ の 通 信 の た め に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 使 用 す る よ う に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 制 御 す
る こ と を 特 徴 と す る デ ー タ 通 信 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 第 １ の 画 像 処 理 装 置 と 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で 双 方 向 に 制 御 デ ー
タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 へ
の 単 方 向 に 画 像 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 ２ 通 信 手 段 と を 使 用 し て 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置
と 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で の デ ー タ 通 信 を 行 う デ ー タ 通 信 方 法 で あ っ て 、
　 圧 縮 さ れ た 画 像 デ ー タ を 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 が 必 要 と す る 場 合 、 前 記 第 ２ の 画 像 処
理 装 置 か ら 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 へ の 圧 縮 さ れ た 画 像 デ ー タ の 通 信 の た め に 前 記 第 １ 通
信 手 段 を 使 用 す る よ う に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る デ ー タ 通 信 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 第 １ の 画 像 処 理 装 置 と 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で 双 方 向 に 制 御 デ
ー タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置
へ の 単 方 向 に 画 像 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 ２ 通 信 手 段 と を 使 用 し て 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装
置 と 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で の デ ー タ 通 信 を 行 う デ ー タ 通 信 方 法 を 実 行 す る た め
の コ ン ピ ュ ー タ に よ り 実 行 可 能 な プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
　 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 へ の 画 像 デ ー タ の 通 信 に お い て 、
画 像 デ ー タ の 通 信 の た め に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 使 用 す る よ う に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 制 御 す
る こ と を 特 徴 と す る プ ロ グ ラ ム 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　 第 １ の 画 像 処 理 装 置 と 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で 双 方 向 に 制 御 デ
ー タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置
へ の 単 方 向 に 画 像 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 ２ 通 信 手 段 と を 使 用 し て 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装
置 と 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で の デ ー タ 通 信 を 行 う デ ー タ 通 信 方 法 を 実 行 す る た め
の コ ン ピ ュ ー タ に よ り 実 行 可 能 な プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
　 圧 縮 さ れ た 画 像 デ ー タ を 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 が 必 要 と す る 場 合 、 前 記 第 ２ の 画 像 処
理 装 置 か ら 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 へ の 圧 縮 さ れ た 画 像 デ ー タ の 通 信 の た め に 前 記 第 １ 通
信 手 段 を 使 用 す る よ う に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る プ ロ グ ラ ム 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 は 上 述 し た 問 題 点 を 解 決 す る た め の も の で あ り 、 双 方 向 に 制 御 デ ー タ の 通 信 を 行
う 第 １ 通 信 手 段 と 、 単 方 向 に 画 像 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 ２ 通 信 手 段 と を 使 用 し て 、 他 の 画
像 処 理 装 置 と の 間 で の デ ー タ 通 信 を 行 う 際 に 、 画 像 デ ー タ の 通 信 の た め に 第 １ 通 信 手 段 を
使 用 す る よ う に 制 御 す る こ と こ と に よ り 、 画 像 通 信 に 係 る 構 成 の コ ス ト ア ッ プ を 招 く こ と
な く 、 所 望 と す る 画 像 入 出 力 動 作 の 状 態 に 応 じ た 最 適 な 画 像 デ ー タ 通 信 が で き る 画 像 処 理
装 置 、 デ ー タ 通 信 方 法 、 及 び プ ロ グ ラ ム を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 双 方 向 に 制 御 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、 単 方 向 に 画 像 デ ー
タ の 通 信 を 行 う 第 ２ 通 信 手 段 と を 使 用 し て 、 他 の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で の デ ー タ 通 信 を 行
う 際 に 、 圧 縮 さ れ た 画 像 デ ー タ を 必 要 と す る 場 合 、 他 の 画 像 処 理 装 置 か ら の 圧 縮 さ れ た 画
像 デ ー タ の 受 信 の た め に 第 １ 通 信 手 段 を 使 用 す る よ う に 制 御 す る こ と に よ り 、 圧 縮 さ れ た
画 像 デ ー タ を 必 要 と す る 場 合 に お い て 効 率 的 な 画 像 デ ー タ 通 信 が で き る 画 像 処 理 装 置 、 デ
ー タ 通 信 方 法 、 及 び プ ロ グ ラ ム を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ ２ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 本 発 明 は 、 他 の 画 像 処 理 装 置 と 通 信 可 能 な 画 像 処 理 装 置 で あ っ て 、 前 記 他 の 画 像 処 理 装
置 と の 間 で 双 方 向 に 制 御 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 と の
間 で 前 記 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 へ 単 方 向 に 画 像 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 ２
通 信 手 段 と 、 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 画 像 処 理 装 置 へ の 画 像 デ ー タ の 通 信 に お い て
、 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 か ら の 画 像 デ ー タ の 受 信 の た め に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 使 用 す る よ
う に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 制 御 す る 制 御 手 段 と 、 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 他 の 画 像 処 理 装 置 と 通 信 可 能 な 画 像 処 理 装 置 で あ っ て 、 前 記 他 の 画 像
処 理 装 置 と の 間 で 双 方 向 に 制 御 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、 前 記 他 の 画 像 処 理 装
置 と の 間 で 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 画 像 処 理 装 置 へ 単 方 向 に 画 像 デ ー タ の 通 信 を 行
う 第 ２ 通 信 手 段 と 、 前 記 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 へ の 画 像 デ ー タ の 通 信 に
お い て 、 前 記 他 の 画 像 処 理 装 置 へ の 画 像 デ ー タ の 送 信 の た め に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 使 用 す
る よ う に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 制 御 す る 制 御 手 段 と 、 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
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【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 第 １ の 画 像 処 理 装 置 と 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で 双 方 向 に 制 御 デ ー
タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 へ
の 単 方 向 に 画 像 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 ２ 通 信 手 段 と を 使 用 し て 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置
と 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で の デ ー タ 通 信 を 行 う デ ー タ 通 信 方 法 で あ っ て 、 前 記 第
２ の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 へ の 画 像 デ ー タ の 通 信 に お い て 、 画 像 デ ー
タ の 通 信 の た め に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 使 用 す る よ う に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 制 御 す る こ と を
特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 第 １ の 画 像 処 理 装 置 と 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で 双 方 向 に 制 御 デ ー
タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 へ
の 単 方 向 に 画 像 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 ２ 通 信 手 段 と を 使 用 し て 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置
と 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で の デ ー タ 通 信 を 行 う デ ー タ 通 信 方 法 で あ っ て 、 圧 縮 さ
れ た 画 像 デ ー タ を 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 が 必 要 と す る 場 合 、 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 か
ら 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 へ の 圧 縮 さ れ た 画 像 デ ー タ の 通 信 の た め に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を
使 用 す る よ う に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 第 １ の 画 像 処 理 装 置 と 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で 双 方 向 に 制 御 デ ー
タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 へ
の 単 方 向 に 画 像 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 ２ 通 信 手 段 と を 使 用 し て 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置
と 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で の デ ー タ 通 信 を 行 う デ ー タ 通 信 方 法 を 実 行 す る た め の
コ ン ピ ュ ー タ に よ り 実 行 可 能 な プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 第
１ の 画 像 処 理 装 置 へ の 画 像 デ ー タ の 通 信 に お い て 、 画 像 デ ー タ の 通 信 の た め に 前 記 第 １ 通
信 手 段 を 使 用 す る よ う に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 第 １ の 画 像 処 理 装 置 と 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で 双 方 向 に 制 御 デ ー
タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 へ
の 単 方 向 に 画 像 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 ２ 通 信 手 段 と を 使 用 し て 、 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置
と 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で の デ ー タ 通 信 を 行 う デ ー タ 通 信 方 法 を 実 行 す る た め の
コ ン ピ ュ ー タ に よ り 実 行 可 能 な プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、 圧 縮 さ れ た 画 像 デ ー タ を 前 記 第 １ の
画 像 処 理 装 置 が 必 要 と す る 場 合 、 前 記 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 か ら 前 記 第 １ の 画 像 処 理 装 置 へ
の 圧 縮 さ れ た 画 像 デ ー タ の 通 信 の た め に 前 記 第 １ 通 信 手 段 を 使 用 す る よ う に 前 記 第 １ 通 信
手 段 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 。
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【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ４ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ １ ４ ４ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 以 上 説 明 し て き た よ う に 、 本 発 明 に よ れ ば 、 第 １ の 画 像 処 理 装 置 と 第 ２ の 画 像 処 理 装 置
と の 間 で 双 方 向 に 制 御 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、 第 １ の 画 像 処 理 装 置 か ら 第 ２
の 画 像 処 理 装 置 へ 単 方 向 に 画 像 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 ２ 通 信 手 段 と を 使 用 し て 、 第 １ の 画
像 処 理 装 置 と 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で の デ ー タ 通 信 を 行 う 際 に 、 第 ２ の 画 像 処 理 装 置
か ら 第 １ の 画 像 処 理 装 置 へ の 画 像 デ ー タ の 通 信 に お い て 、 画 像 デ ー タ の 通 信 の た め に 第 １
通 信 手 段 を 使 用 す る よ う に 第 １ 通 信 手 段 を 制 御 す る こ と こ と に よ り 、 画 像 デ ー タ の 通 信 に
係 る 構 成 の コ ス ト ア ッ プ を 招 く こ と な く 、 第 １ の 画 像 処 理 装 置 と 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の
間 の 画 像 デ ー タ の 通 信 に 応 じ た 最 適 な 画 像 デ ー タ 通 信 が で き る と い う 効 果 が あ る 。
【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ４ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ４ ５ 】
　 ま た 、 本 発 明 に よ れ ば 、 第 １ の 画 像 処 理 装 置 と 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 と の 間 で 双 方 向 に 制
御 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 １ 通 信 手 段 と 、 第 １ の 画 像 処 理 装 置 か ら 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 へ 単
方 向 に 画 像 デ ー タ の 通 信 を 行 う 第 ２ 通 信 手 段 と を 使 用 し て 、 第 １ の 画 像 処 理 装 置 と 第 ２ の
画 像 処 理 装 置 と の 間 で の デ ー タ 通 信 を 行 う 際 に 、 圧 縮 さ れ た 画 像 デ ー タ を 第 １ の 画 像 処 理
装 置 が 必 要 と す る 場 合 、 第 ２ の 画 像 処 理 装 置 か ら 第 １ の 画 像 処 理 装 置 へ の 圧 縮 画 像 デ ー タ
の 通 信 の た め に 第 １ 通 信 手 段 を 使 用 す る よ う に 第 １ 通 信 手 段 を 制 御 す る こ と に よ り 、 圧 縮
さ れ た 画 像 デ ー タ を 必 要 と す る 場 合 に お い て 効 率 的 な 画 像 デ ー タ 通 信 が で き る と い う 効 果
が あ る 。
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